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観光振興事業費補助金交付要領（FAST TRAVEL 推進支援事業・公共交通利用環境の革新等事業・インバ
ウンド受入環境整備高度化事業・歴史的観光資源高質化支援事業・観光地域振興無電柱化推進事業・先
進的なサイクリング環境整備事業・宿泊施設インバウンド対応支援事業・持続可能な観光の促進に向
けた受入環境整備事業・災害・急病等危機管理対応事業） 
 
 

平成３０年３月２８日 国 総 支 第 ６ ２ 号 
国 鉄 総 第 ３ ２ ５ 号 
国 自 旅 第 ２ ９ ４ 号 
国 海 内 第 １ ８ ７ 号 
国 港 総 第 ５ ９ ７ 号 
国空事第１０７２号 
国 空 業 第 １ ６ ５ 号 
観 参 第 ２ ９ ４ 号 

平成３1年４月２日 国 総 事 第 ９ ７ 号 
国 総 支 第 ５ ４ 号 
国 都 街 第 １ ２ ２ 号 
国都景歴第１１７号 
国 道 総 第 ５ ３ ０ 号 
国 道 企 第 ９ ４ 号 
国 住 市 第 １ ３ ０ 号 
国 鉄 総 第 ４ ２ ７ 号 
国 鉄 都 第 ２ ０ ０ 号 
国 鉄 事 第 ３ ９ ２ 号 
国 鉄 施 第 ３ １ ５ 号 
国 自 旅 第 ３ １ ５ 号 
国 海 内 第 ２ ５ ０ 号 
国 海 外 第 ４ １ ４ 号 
国 港 総 第 ６ ９ ９ 号 
国空事第１７４５号 
国 官 参 空 第 ８ ３ 号 
観 参 第 ８ １ ８ 号 
国 官 総 第 ３ ８ ６ 号 

令和２年３月３１日 国 総 地 第 ６ ８ 号  
国 総 モ 第 ２ ７ 号  
国総物第６９１号  
国 総 事 第 ７ ８ 号  
国都街第１０７号  
国都景歴第１００号  
国道総第４７０号  
国道企第１０９号  
国住市第１０５号  
国鉄総第４６８号  
国鉄都第２３６号  
国鉄事第４４２号  
国鉄施第３３６号  
国自旅第３０２号  
国海内第１２０号  
国海外第２７８号  
国港総第６８２号  
国官参空第１００号  
観参第１２２９号  
国官総第２５２号  

令和２年１１月５日 国 総 地 第 ７ ６ 号  
国 総 モ 第 ７ ５ 号  
国総物第１２６号  
国 総 事 第 ３ ２ 号  
国 都 街 第 ７ ６ 号  
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国都景歴第６３号  
国道総第２３１号  
国 道 企 第 ６ ６ 号  
国 住 市 第 ７ ９ 号  
国鉄総第２７０号  
国鉄都第１１９号  
国鉄事第３１１号  
国鉄施第２０６号  
国自旅第２６０号  
国海内第１７２号  
国海外第１７３号  
国港総第４０１号  
国空総第６６２号  
観 参 第 ７ ７ ９ 号  
国官総第１２２号  

令和３年３月２４日 国総地第１０９号  
国 総 モ 第 ９ ９ 号  
国総物第１６０号  
国 総 事 第 ６ ８ 号  
国都街第１２４号  
国都景歴第１０４号  
国道総第５０６号  
国道企第１１４号  
国住市第１３６号  
国鉄総第４４２号  
国鉄都第２２２ 号 
国鉄事第７３３号  
国鉄施第４３９号  
国自旅第４６４号  
国海内第２２０号  
国海外第３０８号  
国港総第７１０号  
国空総第１１２３号  
観参第１１４９号  
国官総第２０５号 

令和４年３月２２日 国 総 地 第 ７ ８ 号 
国 総 モ 第 ９ ７ 号  
国 総 物 第 ９ ０ 号  
国 総 事 第 ７ ８ 号  
国都景歴第８１号  
国道総第５１３号 
国道企第１１１号  
国 住 市 第 ７ ４ 号  
国鉄総第４３０号  
国鉄都第１９７号  
国鉄事第６９１号  
国鉄施第３４０号  
国自旅第５２７号  
国海内第３００号  
国海外第４１５号  
国港総第６７６号  
国空総第１１８８―２号 
観 参 第 ７ ３ ０ 号  
国官総第１５９号 

令和５年３月３１日 国総地第１１７号 
 国総モ第１１９号 
国総物第１０３号 
国総事第１１８号 
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国都景歴第１９０号 
国道総第６１８号 
国道企第１２７号 
国鉄総第５１３号 
国鉄都第２４５号 
国鉄事第８７８号 
国鉄施第３５９号 
国自旅第５５４号 
国海内第２５７号 
国海外第４５８号 
国港総第７５２号 
国空総第１３２８号 
観 参 第 ７ ８ ９ 号 
国官総第２３５号 

 
 
この交付要領は、観光振興事業費補助金交付要綱（令和５年３月３１日国総地第１１６号、国総モ

第１１８号、国総物第１０２号、国総事第１１７号、国都景歴第１８９号、国道総第６１７号、国道
企第１２６号、国鉄総第５１２号、国鉄都第２４４号、国鉄事第８７７号、国鉄施第３５８号、国自
旅第５５３号、国海内第２５６号、国海外第４５７号、国港総第７５１号、国空総第１３２７号、観
参第７８８号、国官総第２３４号。以下「交付要綱」という。）のほか、観光振興事業費補助金の交
付等観光振興事業の実施に当たって必要な事項を定める。 
 
 
 

※本資料は、災害・急病等危機管理対応事業の抜粋版となります。 
 
 
 
 
Ⅰ．共通事項 
１．用語の意義 

この要領において使用する用語の意義は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭
和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）並びに交付要
綱の定めるところによる。 

 
２．軽微な変更に係る取扱い 

交付要綱第９条第１項第１号ただし書、第３８条第１項第１号ただし書及び第５９条第１項第１
号ただし書に規定する大臣が定める軽微な変更の範囲は次のとおりとする。 

・様式第１関係別紙１に記載の「申請する事業の目的・内容」又は「補助対象となる経費の総
額」の変更 

 
 
 
Ⅹ．災害・急病等危機管理対応事業 
１．共通事項 

①事業実施について 
観光振興事業費補助金のうち、災害・急病等危機管理対応事業関係について、補助対象事業

者は、交付申請書に当該補助対象事業者が事前に策定した事業計画等を添付して、地方運輸局
等に提出する。 

 
②立地要件 

    訪日外国人旅行者の受入れに関し一定の体制を整えている地域又は訪日外国人旅行者の誘致
等、観光振興に意欲を有する地域。 
なお、以下の事業について優先的に採択する。 

・「非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた指針」に基づ 
き観光危機管理計画を策定した地域の事業 
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・「地域防災計画」等において訪日外国人旅行者の避難計画等を定めた地域の事業 
     ・日本政府観光局により、上位のカテゴリーに認定されている又は認定の見 

込みがある観光案内所を補助対象とする事業。 
 

③補助対象外となる経費 
次に掲げる経費は、補助対象としない。 

・土地の取得に要する経費 
・故障、老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理修繕、 
代替更新のみに要する経費 

・消耗品、SIM カードや通信費等のランニングコストやレンタル・リース契 
約に関する経費 

 
④多言語での案内標識・案内表示について 

多言語での案内標識・案内表示については英語併記を基本とする。なお、中国語（簡体字/
繁体字）又は韓国語その他の必要とされる言語については視認性や美観等に問題がない限り、
表記を行うこととする。また、翻訳に際しては校正（※）を実施すること。 
また、禁止・注意を促したり、案内・誘導等を示す上で、見た目のわかりやすさが特に重視

され、「ピクトグラム」で十分必要な情報を伝えることができる場合は、「ピクトグラム」の使
用も有効であり、外国語の併記を必ずしも必要としない。なお、「ピクトグラム」については
ＪＩＳ Ｚ８２１０に示された図記号の他、「一般案内用図記号検討委員会」が策定した「標
準案内用図記号」、「２０２０年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会
小売プロジェクトチーム」が策定した「小売業の多言語ガイドライン」を参考とする。自治体
や事業者の中には、上記「ピクトグラム」をベースにして、オリジナルの配色やデザインの変
更を施して使用している場合があるが、不統一や非連続性が原因で訪日外国人旅行者に混乱を
もたらすことがないよう、十分に配慮する必要がある。 
※校正とは 

翻訳される言語を第一言語とする者や通訳案内士等の第三者が誤訳やスペルミス、文法の
誤り等を指摘・訂正することで、必ずしもネイティブでない外国人にも十分伝わる、わか
りやすさを重視した平明な言語・文章とすること。 

 
⑤無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備について 

本事業による補助金を活用し、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備を図る際は、共通シンボルマ
ーク「Japan.Free Wi-Fi」の掲出に関しての登録申請も併せて行い、シンボルマークの掲出を
行うことにする。 
加えて、不正利用防止の観点から、一定程度の本人性が認証できる認証方式が必要である。 
利用者の利便性及び不正利用防止の観点から、総務省が求める認証方式に準じて、１）によ

る認証方式、２）及び３）の認証方式併用（※１）を導入することとする。（※２） 
１）ＳＭＳ（ショートメッセージ）・電話番号を利用した認証方式 
２）ＳＮＳアカウントを利用した認証方式 
３）利用していることの確認を含めたメール認証方式（※３） 

（※１）利用者が２）又は３）の認証方式を選択し、どちらか一方の認証で 
利用可能となる認証方式 

（※２）上記認証方式を適用しなくてもよいケース 
・災害時における無料公衆無線ＬＡＮの開放時 
・屋内外問わず、利用者の容姿又は氏名の確認を取ることが可能な場所 

での使用時 
なお、いずれかの方式で実施することが困難と認められる場合に 

は、対面配布方式や２）又は３）の認証方式の単独実施でも認める 
場合がある。 

（※３）メール認証方式について、主に国内携帯キャリア契約者以外（訪日 
外国人旅行者等）はメール受信ができないため、訪日外国人旅行者受入環境整備の目
的で Wi-Fi を設置する場合は、手続きにかかる最初の数分間はネット接続を可能とす
る、又はメール受信のみネット接続を可能とする等の対応が必要となる。 

 
 
 
6．災害時等における観光危機管理の強化 

①基本的な考え方 
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  災害時等の訪日外国人旅行者対応のための観光危機管理の強化を推進することで、訪日外国
人旅行者がわが国を安心して旅行できる環境を整備するため、観光危機管理の強化を支援する
ものである。 

 
②補助対象事業者 

地方公共団体 
 

③補助対象経費 
補助対象経費については、以下のとおりとする。 
 ⅰ）観光危機管理計画の策定 
  観光危機管理計画の策定に向けた現地調査、関係者との調整、コンサルティングに要す

る経費 
 ⅱ）観光危機管理計画に基づく訓練 
  観光危機管理計画に基づく訓練の実施に要する経費 

ⅲ）その他 
観光危機管理計画の策定及び訓練に附随する経費 

 
 


